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窓口・郵送可/2部

※市職員の立会い

届出・通知に
対する指示(県からの指示)

(県からの指示)

発掘調査が必要

文化財保護法第93･94条
県教育委員会へ届出(公共事業の場合は通知)

工事立会い
(工事着工)

発掘調査終了後に工事着工

令和4年度版

工事着工

「遺跡の有無およびその取り扱いについ」問い合わせ・照会

遺跡の確認 ①　遺跡地図で確認→現地踏査

遺跡の確認 ②

試掘調査

「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事について」

※民間の土木工事の場合、工事着工予定日の60日前、公共事業の場合計画策定後随時

遺跡を保護できる工法

(県からの指示)

工法確認が必要

【問い合わせ先】
小美玉市文化スポーツ振興部  生涯学習課　文化財係

　　　　　　　　　　〒311-3433　小美玉市高崎291-3（小美玉市生涯学習センター内）
　　　　　　　　　　℡　0299-26-9111　　fax　0299-26-9261

遺跡を保護できない工法

発掘調査実施

発掘調査を市へ依頼
自己用住宅の場合のみ

慎重工事
(工事着工)

　遺跡なし

遺跡あり

埋蔵文化財の取り扱いフロチャート

工事の計画・設計

回　　答

・地形等により遺跡が所在する可能性があると判断できた場合

(上記のいずれかに該当する場合、試掘調査が必要です)

・周知の遺跡の範囲内あるいはその周辺地の場合

・現地踏査により遺物の散布が確認された場合


